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オオタカの国内希少野生動植物種（種の保存法）からの 

指定解除の検討に関するパブリックコメントの結果概要 

 
 

 オオタカの国内希少野生動植物種（種の保存法）からの指定解除の検討について、広

く国民からの意見を募集するため、平成 25年６月３日（月）から平成 25年７月２日（火）

までの間、パブリックコメントを実施した。 

 意見提出のあった個人・団体数は 75、のべ意見数は 87 であった。その内訳は以下の

とおりである。 

 

 

１．意見提出者の内訳 

 

 メール ＦＡＸ 郵 送 合 計 

個 人 ４８ １ ２ ５１ 

団 体 ２１ ３ ０ ２４ 

計 ６９ ４ ２ ７５ 

 

 

２．意見概要とのべ意見数 

 

 指定解除に賛成：５件 

 指定解除に反対または 

指定解除に向けた条件（追加すべき情報、法整備等）の提案：６５件 

 その他意見・質問等：５件 

 

 提出された反対意見または指定解除に向けた条件の提案の多くは、以下に大別され

た。 

① 指定解除の検討にあたっての個体数等の情報に関する意見。 

② 指定解除の検討にあたっての生息地や生息環境の保全に関する意見。 

③ 指定解除の検討にあたっての密猟や違法飼育、違法取引等への対策に関する意見。 

 

 

３．今後の検討方針、作業スケジュール（案） 

 

大別された①～③の意見は、「希少野生動植物種保存基本方針」において「希少野

生動植物種の選定に関する基本的な事項」として示されたア～エの当該種の存続に支

障を来す事情のにそれぞれ対応する内容でもあることから、今後の検討を進めるに当

たっては、それぞれの事情についての現状等の情報収集を行うとともに、収集した情

報をもとに再度パブリックコメントによる意見募集を行う等、十分な合意形成を図る

こととする。 

 

資料２ 
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①平成 25年５月 15日 

中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において、国内希少野生動植物種か

らの指定解除の検討を進める方針についてご検討いただく。 

②６月３日～７月２日 

パブリックコメントを実施し、検討を進めるにあたってのご意見を募集。 

③７月 17日 

中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において、パブリックコメントの結

果概要を報告。 

 

④必要な情報の収集。 

⑤中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において報告。 

⑥再度パブリックコメントを実施し、検討を進めるにあたってのご意見を募集。 

⑦中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において報告。 

… 

 シンポジウム開催などによる意見交換、合意形成。 

… 

中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会に諮問し、ご審議いただく。 
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